
問い合わせ先  佐久広域連合消防本部 救急課 0267（64）0119

消防署消防署 みなさんへみなさんへ御代田 から

「 マ イ ナ 救 急 」「 マ イ ナ 救 急 」と はと は

総務省消防庁 × 佐久広域連合消防本部

※救急隊が取得する個人情報は、救急業務に関する目的に限って利用します。

いつ、救急車を呼ぶことになるか分かりません。

ご自身の命を守るためにマイナ保険証の携行をお願いします。

　佐久広域連合消防本部では、救急車を必要とする傷病者本人の同意を基本
として、マイナ保険証（マイナンバーカードと健康保険証の連携）を活用して
通院履歴や服薬情報等を把握し、救急業務を円滑化、迅速化します。

★マイナンバーカードを救急隊に見せるだけで以下の情報が伝わります。

御
代
田
町
高
齢
者

生
活
応
援
券

　
取
扱
加
盟
店
を

募
集
し
ま
す

　
令
和
８
年
度
御
代
田
町
高
齢
者

生
活
応
援
券
事
業
を
実
施
し
ま
す
。

こ
の
事
業
は
、
基
準
日（
６
月
１

日
）時
点
で
65
歳
以
上
の
方
へ
１

万
円
の
生
活
応
援
券
を
配
布
し
、

町
内
の
取
扱
加
盟
店
で
の
お
買
い

物
や
ご
飲
食
に
ご
利
用
い
た
だ
け

る
も
の
で
す
。

重
要

事
業
時
期
の
変
更
に
つ
い
て

　
令
和
８
年
度
の
応
援
券
配
布
は

９
月
下
旬
、
使
用
可
能
期
間
は
10

月
か
ら
翌
１
月
を
予
定
し
て
お
り

ま
す
。
例
年
と
時
期
が
異
な
り
ま

す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
御
代
田
町
商
工
会
で
は
、
現
在
、

本
事
業
の
取
扱
加
盟
店
を
募
集
し

て
い
ま
す
。
詳
細
は
御
代
田
町
商

工
会
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

※「
み
よ
た
く
ら
し
応
援
券
」に

登
録
済
み
の
店
舗
は
自
動
継
続

と
な
り
ま
す
の
で
、
手
続
き
は

不
要
で
す
。

申
込
締
め
切
り　
７
月
15
日（
水
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
御
代
田
町
商
工
会（32

）５
４
３
５

　
小
諸
北
佐
久
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
は
、
小
諸
市
、
御
代
田
町
、

軽
井
沢
町
、
立
科
町
に
お
住
ま
い

の
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
元
気

な
方
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
就
業
で
地

域
に
貢
献
し
て
い
ま
す
。

　
と
り
わ
け
、
庭
木
の
剪
定
や
草

刈
り
・
草
取
り
作
業
な
ど
、
外
作

業
に
就
業
さ
れ
る
方
を
大
募
集
し

て
い
ま
す
。
あ
な
た
も
挑
戦
し
て

み
ま
せ
ん
か
。

　
ま
ず
は
、
入
会
説
明
会
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

説
明
会
実
施
日

６
月
１
日（
月
）・
６
月
15
日（
月
）

７
月
６
日（
月
）・
７
月
21
日（
火
）

８
月
３
日（
月
）・
８
月
17
日（
月
）

シ
ル
バ
ー
で
新
た
な
生
き
が
い
を
見
つ
け
て

イ
キ
イ
キ
と
生
涯
現
役
‼

～
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー　
新
規
会
員
募
集
～

９
月
７
日（
月
）・
９
月
24
日（
木
）

10
月
５
日（
月
）・
10
月
19
日（
月
）

11
月
２
日（
月
）・
11
月
16
日（
月
）　

時
間

　
午
後
１
時
30
分
か
ら

（
１
時
間
30
分
程
度
）

場
所

　
小
諸
北
佐
久

　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　
小
諸
事
務
所

（
小
諸
市
六
供
二
丁
目
２
番
５
号
）

問
い
合
わ
せ
先

　
小
諸
北
佐
久

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

０
２
６
７（
24
）０
３
３
３

　

変
更
事
項
が
あ
っ
た
と
き
は
、

町
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

①
支
給
対
象
の
児
童
を
養
育
し
な

く
な
っ
た
と
き

②
受
給
者
や
配
偶
者
、児
童
の
住

所
が
変
わ
っ
た
と
き（
他
の
市

区
町
村
や
海
外
へ
の
転
出
を
含

む
）

③
婚
姻
等
に
よ
り
、一
緒
に
児
童

を
養
育
す
る
配
偶
者
等
を
有
す

る
に
至
っ
た
と
き

④
離
婚
等
に
よ
り
、一
緒
に
児
童

を
養
育
し
て
い
た
配
偶
者
と
世

帯
を
共
に
し
な
く
な
っ
た
と
き

⑤
厚
生
年
金
か
ら
国
民
年
金
な
ど
、

受
給
者
の
加
入
す
る
年
金
種
別

が
変
わ
っ
た
と
き（
転
職
等
を

行
っ
て
も
年
金
種
別
が
変
わ
ら

な
け
れ
ば
届
け
出
は
不
要
）

⑥
受
給
者
や
配
偶
者
が
公
務
員
に

な
っ
た
と
き

問
い
合
わ
せ
先

　
町
民
課
こ
ど
も
係（32

）３
１
１
４

児
童
手
当
支
給
日
は
６
月
10
日（
水
）で
す

　
児
童
手
当
は
、
高
校
卒
業
年
代

ま
で
の
児
童
を
養
育
さ
れ
て
い
る

方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
令
和
8
年
４
月
分
と
５
月
分
の

児
童
手
当
を
６
月
10
日（
水
）に

指
定
口
座
へ
振
り
込
み
ま
す
の
で
、

受
給
者
の
皆
さ
ま
は
入
金
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

支
給
額（
１
人
当
た
り
月
額
）

《
３
歳
未
満
》

第
１
、
２
子　

１
５
，
０
０
０
円

第
３
子
以
降　
３
０
，
０
０
０
円

《
３
歳
～
高
校
生
年
代
》

第
１
、
２
子　
１
０
，
０
０
０
円

第
３
子
以
降　
３
０
，
０
０
０
円

現
況
届
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す

　

18
歳
か
ら
22
歳
の
子
が
い
て
、

そ
の
子
を
含
め
て
３
人
以
上
の
子

を
養
育
し
て
お
り
、「
監
護
相
当・

生
計
費
の
負
担
に
つ
い
て
の
確
認

書
」の
届
出
を
出
し
て
い
る
方（
就

労
な
ど
、
学
生
で
は
な
い
要
件
で

提
出
し
た
方
の
み
）も
含
ま
れ
ま

す
。

　
町
か
ら
提
出
の
案
内
が
あ
っ
た

方
は
６
月
中
に
提
出
を
お
願
い
し

ま
す
。

　
行
政
相
談
は
、
行
政
に
関
す
る

苦
情
、
意
見
・
要
望
を
受
け
付
け
、

そ
の
解
決
や
実
現
を
促
進
す
る
と

と
も
に
、
行
政
の
制
度
や
運
営
の

改
善
に
い
か
し
て
い
ま
す
。

　
相
談
は
、
総
務
大
臣
か
ら
委
嘱

を
受
け
た
行
政
相
談
委
員
が
応
じ

て
い
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
、
秘

密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

行
政
相
談
の
お
知
ら
せ

　
次
の
よ
う
に
相
談
所
を
開
設
し

ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

相
談
日
時

　
６
月
19
日（
金
）

　
午
前
９
時
か
ら
11
時
ま
で

場
所

　
御
代
田
町
役
場

問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
課
行
政
係（

32
）3
1
1
1

・傷病者の説明負担が軽減されます
・より適切な処置が受けられます

②マイナンバーカードを
　読み取る
※暗証番号の入力不要

③隊員が医療情報を
　閲覧する

④より適切な処置や
　搬送先医療機関の
　選定につながる

マイナ救急の流れ

①傷病者が情報
　閲覧に同意する

 ★もしもの時に備えて

みよた広報 やまゆり  2026年6月号（18）（19）みよた広報 やまゆり  2026年6月号


